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６．ダイオキシン類 

 

（１）ダイオキシン類の概要 

ダイオキシン類は、通常は無色の固体で、水に溶けにくく、蒸発しにくい反面、脂肪な

どには溶けやすいという性質を持っています。また、ダイオキシン類は他の化学物質や酸、

アルカリにも簡単に反応せず、安定した状態を保つことが多いのですが、太陽光の紫外線

で徐々に分解されるといわれています。 

現在、我が国では通常の環境汚染レベルのダイオキシン類によって、がんになるリスク

はほとんどなく、またこのような異常が生じることはないと考えられます。 

ダイオキシン類は、毒性の強さがそれぞれ異なっており、ＰＣＤＤのうち２と３と７と

８の位置に塩素の付いたもの（２,３,７,８－ＴＣＤＤ）がダイオキシン類の仲間の中で、

毒性が最も強いことが知られています。そのため、ダイオキシン類としての全体の毒性を

評価するために、最も毒性が強い２,３,７,８－ＴＣＤＤの毒性を 1 として他のダイオキ

シン類の仲間の毒性の強さを換算した係数が用いられています。多くのダイオキシン類の

量や濃度のデータは、この毒性等価係数（ＴＥＦ）を用いてダイオキシン類の毒性を足し

合わせた値（通常、毒性等量（ＴＥＱ）という。）が用いられています。 

ダイオキシン類は分析のための標準品の作製などの研究目的で作られる以外には、意図

的に作られることはありません。ダイオキシン類は、炭素・酸素・水素・塩素が熱せられ

るような過程で自然にできてしまう副生成物です。 

ダイオキシン類の現在の主な発生源は、ごみ焼却による燃焼ですが、その他に、製鋼用

電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどの様々な発生源があります。環境中に出た後の

動きの詳細はよくわかっていませんが、例えば、大気中の粒子などにくっついたダイオキ

シン類は、地上に落ちてきて土壌や水を汚染します。そして様々な経路から長い年月の間

に、底泥など環境中に既に蓄積されているものも含め、プランクトンや魚介類に食物連鎖

を通して取り込まれていくことで、生物にも蓄積されていくと考えられています。 

また、ダイオキシン類は、自然界でも発生することがあり、例えば、森林火災、火山活

動などでも生じるといわれています。 

我が国では、最新の科学的知見をもとに、平成１１年６月にダイオキシン類の耐容一日

摂取量（ＴＤＩ：長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質

について、その量までは人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れな

いと判断される１日体重１ｋｇ当たりの摂取量）を４ｐｇ－ＴＥＱと設定しています。私

たちが体内に取り込んでいるダイオキシン類の総量の安全性の評価は、この数値との比較

により行います。なお、この耐容一日摂取量は、生涯にわたって摂取し続けた場合の健康

影響を指標とした値であり、一時的にこの値を多少超過しても健康を損なうものではあり

ません。 



 -43- 

（２）環境基準 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）および土

壌の汚染に係る環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法第７条の規定に基づき、「ダ

イオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚

染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」と

して表６－１のように定められています。 

 

表６－１ ダイオキシン類環境基準 

媒  体 基  準  値 

大  気 0.6  pg-TEQ／ｍ3以下      

水質（水底の底質を除く。） 1   pg-TEQ／l以下      

水底の底質 150   pg-TEQ／g 以下      

土  壌 1,000  pg-TEQ／g 以下      

備考 

１ 基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とす

る。 

２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

３ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン

類の量が 250pg-TEQ／g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

（注）１ 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活

していない地域又は場所については適用しない。 

   ２ 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び

地下水について適用する。 

   ３ 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用す

る。 

   ４ 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部か

ら適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。 
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（３）ダイオキシン類環境濃度調査結果 

令和６年度は、水質（河川等）７地点、水底の底質２地点においてダイオキシン類調査

を実施しました。 

 

① ダイオキシン類水質 

図６－１、図６－２にダイオキシン類水質調査のうち６地点の結果を示します。令和

６年度に実施した水質調査において、全地点で環境基準（１ｐｇ－ＴＥＱ／ｌ以下）を

達成しています。 

 

図６－１ 水質①のダイオキシン類測定結果 

 

図６－２ 水質②のダイオキシン類測定結果 
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② ダイオキシン類水底の底質 

図６－３にダイオキシン類水底の底質測定の結果を示します。令和６年度に実施した

調査では、中ノ川（光於堂橋）で１．３ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ、中ノ川（下庄橋）において

は１．５ｐｇ－ＴＥＱ／ｇでした。全地点において環境基準（１５０ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ

以下）を達成しています。 

 

図６－３ 水底の底質のダイオキシン類測定結果 

 


